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平成２８年労第１７３号   

 

主  文 

本件再審査請求を棄却する。 

 

理  由 

 

第１ 再審査請求の趣旨及び経過 

１ 趣  旨 

再審査請求人（以下「請求人」という。）の再審査請求の趣旨は、労働基準監督

署長（以下「監督署長」という。）が平成○年○月○日付けで請求人に対してした

労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号）による療養補償給付及び休業

補償給付を支給しない旨の処分を取り消すとの裁決を求めるというにある。 

２ 経  過 

請求人は、一人親方等特別加入の承認を受け、足場組立解体等の作業に従事し

ていた。 

請求人は、平成○年○月○日、足場解体作業中に大量の発汗等の症状が出現し、

発語不能となり動けなくなったため、Ａ病院に緊急搬送され、「脳梗塞」（以下「本

件疾病」という。）と診断された。 

請求人は、本件疾病は業務上の事由によるものであるとして、監督署長に療養

補償給付及び休業補償給付を請求したところ、監督署長は、請求人に発症した本

件疾病は業務上の事由によるものとは認められないとして、これらを支給しない

旨の処分をした。 

請求人は、これらの処分を不服として、労働者災害補償保険審査官（以下「審

査官」という。）に審査請求をしたが、審査官は、平成○年○月○日付けでこれを

棄却したので、請求人は、更にこの決定を不服として、本件再審査請求に及んだ

ものである。 

第２ 再審査請求の理由 

（略） 

第３ 原処分庁の意見 

（略） 
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第４ 争  点 

本件の争点は、被災者に発症した本件疾病が業務上の事由によるものであると認

められるか否かにある。 

第５ 審査資料 

（略） 

第６ 事実の認定及び判断 

１ 当審査会の事実の認定 

（略） 

２ 当審査会の判断 

（１）地方労災医員協議会（以下「協議会」という。）は、平成○年○月○日付け意

見書において、Ｂ医師の意見書、Ｃ医師の意見書、Ｄ医師の意見書及びＥ医師

の意見書を踏まえ、請求人に発症した疾病は「脳梗塞」（以下「本件疾病」と

いう。）であり、発症日は平成○年○月○日である旨述べている。 

当審査会としても、請求人の症状の経過等に照らすと、協議会の意見は妥当

であると判断する。 

（２）ところで、本件疾病を含む脳血管疾患等に係る業務起因性の判断については、

厚生労働省労働基準局長が「脳血管疾患及び虚血性心疾患等（負傷に起因する

ものを除く。）の認定基準について」（平成１３年１２月１２日付け基発第１

０６３号。以下「認定基準」という。）を策定しており、当審査会としてもそ

の取扱いを妥当なものと考えることから、以下、認定基準に基づき検討する。 

（３）本件疾病の発症直前から前日において、請求人は通常の業務に従事している

ことが認められ、当審査会としても、一件記録を精査したものの業務に関する

異常な出来事に遭遇した事実は認められない。なお、請求人及び再審査請求代

理人（請求人及び再審査請求代理人を併せて、以下「請求人ら」という。）は、

発症当日の請求人は長袖の作業着及びヘルメット等を着用しており、体感温度

は相当程度に高かった旨主張するが、建設現場において足場組立て解体の作業

に従事する職業柄、当該服装及び装備は一般的かつ通常必要なものであるとこ

ろ、発症当日の気象状況について、Ｆ地方広域消防本部は請求人被災現場到着

時の気温は２１．７℃及び湿度６５％であった旨述べており、環境省熱中症予

防情報並びに気象庁の気象データからも、気温の上昇等作業環境の著しい変化

は認められず、請求人らの主張は採用できない。 
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（４）請求人の労働時間についてみると、決定書理由に説示するとおり、審査官は、

「作業指示書・完了報告書」等の各関係資料及び請求人と組んで足場組立て作

業に従事していたＧを始めとした各関係者の申述等から各日毎の現場を確認

し、これに基づいて各現場への移動時間、始業・終業時間及び休憩時間を推計

の上、労働時間を算定しており、更には、発症当時に請求人が居住していた一

般寮の担当者の申述を算定の裏付けとするなどしており、当審査会としても、

審査官の算定した労働時間は妥当なものであると判断する。なお、審査官は労

働時間の算定に当たり、各現場へ移動する為、Ｇが運転し、請求人が助手席に

同乗していた時間を労働時間に算入するなど請求人に有利な算定方法を採用し

ている。 

（５）そこで、請求人の本件疾病発症前おおむね１週間の就労状況をみると、決定

書理由に説示するとおりであり、当審査会としても、請求人は、発症に近接し

た時期において、日常業務に比して特に過重な業務に従事していたとは認めら

れないものと判断する。 

（６）次に、請求人の本件疾病発症前おおむね６か月間の時間外労働時間をみると、

発症前１か月の時間外労働時間数は５３時間４５分であり、１００時間に達し

ておらず、発症前２か月間から６か月間までにおける１か月当たりの平均時間

外労働時間数は、６６時間１７分から７６時間１２分の範囲であり、いずれの

期間も８０時間には達しておらず、当審査会としても、決定書理由に説示する

とおり、請求人は、発症前の長期間にわたって著しい疲労の蓄積をもたらす特

に過重な業務に就労したものとは認められないものと判断する。 

なお、請求人らは、請求人の時間外労働時間数は、審査官が算定した時間よ

りも長く、実際の時間外労働時間数は調査を尽くせば明らかになる旨主張して

いるが、その主張は具体性に乏しく、同主張を裏付ける資料の提出もなされて

いないところ、当審査会としては、更に請求人を含む請負業者が提供を受けて

いたＥＴＣカードの利用履歴を入手の上、改めて、各関係者の申述を含む一件

記録を精査したが、同主張を証明する客観的な事実は確認することができず、

請求人らの主張を採用することはできない。 

（７）以上のことからすると、請求人の本件疾病は認定基準の対象疾病に該当する

ものの、請求人には、「異常な出来事への遭遇」、「短時間の過重業務」及び

「長時間の過重業務」のいずれも認められないから、請求人に発症した本件疾
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病は業務上の事由によるものとは認められない。 

（８）請求人のその余の主張についても子細に検討したが、上記結論を左右するに

足りるものは見いだせなかった。 

３ 以上のとおりであるので、監督署長が請求人に対してした療養補償給付及び休

業補償給付を支給しない旨の処分は妥当であって、これらを取り消すべき理由は

ない。 

 

よって主文のとおり裁決する。 


